
 

令和８年度 

地方独立行政法人山口県産業技術センター 
職 員 採 用 試 験 

＊＊＊＊＊ 受 験 案 内 ＊＊＊＊＊ 
                                                         

 

【申込受付期間】 令和8年3月１６日（月）～5月２２日(金) 

【1 次試験日】  令和8年6月7日（日） 

【 募 集 職 種 】  研究員（化学）（電気） 

【採用予定日】 令和9年4月1日(木） 

 

◆ 試験区分、試験職種、採用予定人員及び職務の概要 

試験区分 試験職種 採用予定人員 職  務  の  概  要 

研 究 員 

 化 学  １ 人 程 度 

化学・材料工学（無機化学、材料開発等）の技術を用いた 

研究開発及び企業への技術支援（技術相談対応、評価・ 

試験・研修等の実施）に関わる業務 

電  気 １ 人 程 度 

電気・電子工学（回路設計、計測制御等）の技術を用いた 

研究開発及び企業への技術支援（技術相談対応、評価・ 

試験・研修等の実施）に関わる業務 

    

◆ 受験資格 

１ 次のいずれかに該当する方が受験できます。           

(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方 

(2) 平成17年4月2日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方 

ア 学校教育法に規定する大学を卒業した方又は令和9年3月31日までに卒業する見込みの方 

イ 学校教育法に規定する高等専門学校を卒業した方若しくは令和9年3月31日までに卒業 

見込みの方又は法人がこれらの方と同等の資格があると認める方 

 

２ １にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

（１） 日本の国籍を有しない者  

（２） 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（３） 山口県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者  

（４） 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者  

（５） 平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外） 

 

 

 



 

◆ 受験手続 

１ 受験の申込み 

受験申込書に必要な事項を記入し、封筒の表に「職員採用試験受験申込書在中」と朱書し、山口県

産業技術センターに持参又は郵送により提出してください。 

申込受付期間は、３月１６日（月）から５月２２日（金）までです。 

※  郵送の場合は、特定記録郵便等の確実な方法により地方独立行政法人山口県産業技術センター

あてに送付してください。受領証は、受験票が到着するまで保管しておいてください。５月２２

日（金）までの消印のあるものに限ります。特定記録郵便等によらない郵便での不着には対応で

きません。 

※  持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く３月１６日（月）から５月２２日（金）までの

午前８時３０分から午後５時１５分まで受け付けます。 

※  受験申込書は、山口県産業技術センターのホームページ（https://www.iti-yamaguchi.or.jp/）に様

式を掲載していますので、ダウンロードして A4 判の白紙に黒色で印刷し、これを使用すること

もできます。 

 

２ 受験票の交付 

受付締切後に、受験票を郵送します。 

受験票が交付されたら、写真を貼り１次試験当日、必ず持参してください。 

なお、写真は、試験日前６ヶ月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向きのもので、縦４センチメー

トル、横３センチメートルの大きさのものです。受験票を持参しない方は受験できません。 

※ ６月１日（月）までに受験票が届かないときは、山口県産業技術センターに照会してください。 
 

３ 受験上の希望事項 

身体の障害等がある方で試験当日に車椅子等補装具を使用するなど、受験に際しての希望事項があ

る方は、受験申込書の該当欄に必ずその内容を記入してください。 

 

◆ 試験の日時及び会場 

区 分 日 時 会 場 

１ 次 試 験 

令和８年６月７日（日） 

試験室入室 12:45まで 

 

試   験 13:00 から15:30まで 

ＫＤＤＩ維新ホール会議室 

（山口市小郡令和町１丁目１－１） 

２ 次 試 験 

令和８年７月５日（日） 
山口県産業技術センター 

（宇部市あすとぴあ４丁目１番１号） 

※ ２次試験の詳細は、１次試験合格通知の際にお知らせします。 

 



 

◆ 試験種目及び試験内容 

１ １次試験 

試験種目 試験内容 試験時間 配 点 

適性試験 
言語的理解力や数的処理能力、論理的思考についての

択一式による筆記試験を行います。 
６０分 40点 

論文試験 
専門知識等の理解力、表現力及び構成力等についての

小論文試験を行います。 
６０分 60点 

 【合格者の決定方法】  

１次試験合格者は、適性試験及び論文試験の各得点を合計した得点の高い順に決定します。ただし、試験種

目について、その成績が一定の基準に達しない種目がある場合、他の種目の成績にかかわらず不合格となるこ

とがあります。 

 

２ ２次試験 

１次試験合格者について、次のとおり行います。 

試験種目 試験内容 配 点 

個 別 面 接 人物について総合的に評定するための個別面接 50点 

プレゼンテーション 

面 接 

専門的な知識の応用力に加え、プレゼンテーション力やコミュ

ニケーション力を評定するためのプレゼンテーション面接 
50点 

 【合格者の決定方法】  

最終合格者は、２次試験の得点の高い順に決定します。 

ただし、試験種目のいずれかの得点が６割を満たない場合は、他の種目の成績にかかわらず不合格となります。 

 

◆ 試験に関する注意事項 
１ 試験当日は、受験票（写真付き）、筆記用具（ＨＢの鉛筆等）を持参してください。 

２ 時計を持参される際は、計算機能等のない計時機能だけのものに限ります。試験時間中に携帯電話、スマートフォ

ン、スマートウォッチを時計として使用することは認めません。  

３ 不正行為※を行った場合は、その場で受験の中止と退室を命じられ、それ以降の受験はできなくなります。また、

受験した全ての試験の成績を無効とします。  

※不正行為の例 

・受験申込書、受験票、答案用紙へ故意に虚偽の記入をすること。 

・他の受験者に答えを教えたり、カンニングやその手助けをしたりすること。  

・問題冊子及び答案用紙を試験室から持ち出すこと。  

・試験時間中に、携帯電話やスマートウォッチ、電子辞書等の電子機器類を使用すること、使用しなくても身に付

けていること、机の上や机の中に置いていること。  

・試験会場において、試験係員等の指示に従わない、他の受験者の迷惑となる行為をする、試験の公平性を損なう

おそれのある行為をすること。 

 



 

◆ 合格者の発表から採用まで 
１ 合格者の発表 

区 分 発 表 日 発 表 の 方 法 

１ 次 試 験 

合 格 者 
６月１２日(金) 合格発表日に合格者の受験番号をホームページに掲載します。 

また、合格者に文書で通知します。 

不合格者には通知しません。 最終合格者 ７月中旬 

 

２ 最終合格者の採用 

原則として令和９年４月１日付け採用となりますが、合格者の勤務が可能であるときは、令和９年３

月３１日以前に採用する場合があります。 

 

◆ 給与（令和８年４月１日予定）                                          
給料は、各人の経歴等によって異なりますが、初任給は概ね２４８，５００円（研究職 大学卒 22

歳）です。 

このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当がそれ

ぞれの支給要件に応じて支給されます。 
 

◆ 個人情報の取扱い 
本試験の実施に際して収集する個人情報については、次の目的以外には利用しません。 

 ・採用試験及び採用に関する事務 

 ・個人が特定できないように処理した上で、今後の募集活動のための資料 

 

◆ 試験の得点等 
受験者は、試験の得点及び順位を知りたい場合には、最終合格者の発表日以後、受験者本人が運転免

許証等の本人確認書類を持参して山口県産業技術センターへ来所の上、その旨を申し出てください。（電

話等による申出には対応できません。） 
 

◆ 山口県産業技術センターの概要 

○ 平成２１年４月１日に山口県の出先機関から特定地方独立行政法人に移行した公設試験研究

機関です。 

○ 県内企業の技術的な課題解決を支援する技術相談、機器開放、依頼試験、受託研究などの技術

支援サービスの提供や、県内企業の技術力向上又は新事業創出に結びつく実用化研究を行って

います。 

○ 職員の身分は地方公務員で、給料・諸手当・共済・勤務形態は山口県職員と同じです。 

 

＜問い合わせ先・受験申込書送付先＞  

地方独立行政法人 山口県産業技術センター  

経営管理部  総務・人事グループ   

山口県宇部市あすとぴあ四丁目１番１号 

〒 755-0195  TEL 0836-53-5050   
  


